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岩手県教育委員会 

子どもたちの社会的自立に向けた 

多様な学び支援ガイドブック 
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はじめに 

国の調査によると、令和６年度における全国小、中、高等学校の不登校児童生徒数は42

万人を超え、小中学校だけでみても35万人余りとなっています。本県においても、令和６

年度は、小中高合わせて３千人を超え、過去最多となっています。 

文部科学省では、不登校児童生徒への支援について、令和５年３月に「ＣＯＣＯＬＯプ 

ラン」を、また令和５年10月には「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を策定し、誰一

人取り残さない学びの保障に向けた不登校対策に取り組んでいます。 

本県でも、学校・家庭・地域社会及び関係諸機関が協力しながら、一体となって取り組

む総合的な施策が必要であると考え、様々な取組を実施してきたところです。 

令和６年度からは、「不登校支援フォーラム」を開催し、不登校の現状や支援のしくみ

等について情報提供を行ってきましたが、不登校はどの子どもにも起こり得るという現状

にあって、子どもたちや保護者の皆様に対し、支援や相談に関する情報を、一体的に、よ

り確実に届けられるような取り組みが必要と考え、今回、支援ガイドブックを作成するこ

ととしました。 

不登校が増え続ける現状ではありますが、子どもたち一人一人の社会的自立に向けて、 

学校教育が果たす役割の大きさは変わりません。また、子どもたちが学校内外で学び続け

ることができるよう、保護者と連携して支援していく必要性も変わることはありません。 

この支援ガイドブックが、学校・家庭・関係機関が連携協力して支援に当たるための一 

助となり、子どもたち一人一人が、将来の社会的自立に向けて踏み出す一歩を支えるもの

になることを願っております。 

 

 

岩手県教育委員会 
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１ 不登校支援に関する基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すのは 

「社会的自立」 

１.社会的自立を目指す 
・目標は、将来子どもたちが精神的にも経済的にも

自立し、豊かな人生を送れるような社会的自立を

果たすことです。 

・学校に登校するという結果のみを目標とはしませ

ん。子どもたち自身が自分の進路を考えられるよ

う後押しします。 

 

誰にでも起こり 

得るのが 

「不登校」 

２.不登校は問題行動ではない 

・不登校の要因は様々です。誰にでも起こり得るの

が不登校です。 

・不登校の時期が、休養や自分を見つめ直す等の積

極的な意味を持つことがあります。 

・不登校は甘えでも怠けでもありません。分かって

いても動けないこともあります。 

 

必要なのは 

「学びの保障」 

３.一人一人に合った支援が必要 

・学習への不安や進路選択上の心配等があることに

留意して適切な支援が必要です。 

・学校での学びを希望する子どもたちもいれば、教

育支援センターなどの学校外の学びの場を希望す

る子どもたちもいます。 

・必要な支援は不登校の要因等により一人一人様々

であり、またその時々で変わります。 

 

大きな役割を 

担うのが 

「学校教育」 

４.学校教育の役割は極めて大きい 

・学校教育の一層の充実を図ること、既存の学校教

育になじめない子どもたちがいれば、なじめない

要因の解消に努めることに取り組みます。 

 

・教育機会確保法※の内容を踏まえたポイントです。 

 ※平成 28 年に成立した不登校児童生徒等に対する教育機会の確保

を目的とした法律 
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２ 子どもの状況を踏まえた支援 

自立への道のりは一人一人違います。登校を支援するのか、学校外の支援機

関につなげるのか、休養を優先するのか、それぞれの心身の状況変化を見守り

ながら、幅広い支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色々な支援があります。 

まずは、学校・教育委員会※に 

お問い合わせください。 

① 学校に行くことはで

きるが、教室に入る

ことが難しい。 

 【登校を支援】 

◆別室登校や時差登校など、無理の

ない登校方法等について、学校や

教育委員会と相談することができ

ます。 

 

②外出はできるが、学

校に行くことが難し

い。 

 【教育支援センター等の活用】 

◆教育支援センターで学習支援を受

けることができます。 

◆一人一人に合わせて個別学習等を

行うことができます。 

 

③外出は難しい。 

 【家庭学習を支援】 

◆オンライン学習等、自宅における

学習について相談ができます。 

◆保護者がＳＣ等へ相談することが

できます。（相談場所は学校） 

 

④部屋に閉じこもり、

家族ともほとんど顔

を合わせない。 

 【専門機関等の活用】 

◆子どもと保護者がＳＳＷ等へ相談

することができます。（家庭訪問等） 

◆相談の結果、様々な専門機関を紹

介してもらうことができます。 

 

⇒「３別室等における学び」P5参照 

⇒「５学校外の多様な学びの場」P6参照 

⇒「４学校の支援体制」P5参照 

⇒「４学校の支援体制」P5 参照 

※市町村立小中学校については各市町村の教育委員会があります。 
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校内教育支援センター 

学校には行けるけれど自分のクラスには入れない時や、少し気持ちを落ち

つかせてリラックスしたい時に利用できる、学校内の空き教室等を活用した

部屋のことです。子どもたちのペースに合わせた相談や学習のサポートがで

きます。 

 ＩＣＴ等を活用した学習 

自宅や別室を教室とオンラインでつなぎ、授業や学級の様子をみることが

できます。オンラインでの学習では、直接の会話以外にも、リアクションボ

タンや様々な学習アプリを使用しながら、授業に参加することができます。

オンライン上で子どもにとって居場所と感じられるメリットがあり、学習面

でのサポートを受けることができます。 

 

学校内には、学級担任だけでなく、様々な役割や専門性を持つ教職員が

います。その中でも相談の専門家である「スクールカウンセラー」、「スク

ールソーシャルワーカー」の職務内容について、紹介します。 

 

３ 別室等における学び  

 

 

 

 

 

４ 学校の支援体制 
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 5 学校外の多様な学びの場 

学校外にも多様な学びの場や居場所があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②教育支援センター 

 

・各地域の教育委員会が設置してい

て、児童生徒一人一人に合わせた個

別学習や相談などを行う場所です。

市の施設など、公の建物の中にある

ことが多く、利用料は基本的に無料

です。 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい情報はコチラ 

 

③フリースクール等 

民間団体 

 

・一般に、不登校の子どもに対し、学

習活動、教育相談、体験活動などの

活動を行っている民間の施設をい

います。その規模や活動内容は多種

多様であり、民間の自主性・主体性

の下に設置・運営されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい情報はコチラ 

 

①県教育支援センター 

 

・岩手県教育委員会が設置している教育支援セ

ンターです。ふれあいルーム花巻（総合教育

センター）、ふれあいルーム盛岡（県立図書

館）があります。 

 

↑ふれあいルーム花巻 

ふれあいルーム盛岡→ 

総合教育センター（花巻） 

県立図書館（盛岡） 

https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/seitoshidou/1066209.html
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/seitoshidou/1068942.html
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 子どもたちの自立に向け、子どもたちが、中学校卒業後に自分自身に合った

進路実現を図れるよう、様々な進路先があります。 

 

岩手県立杜陵高校定時制入試後期日程に新しい入試制度が設けられました。 

※岩手県立高等学校入学者選抜実施要項は例年 10 月下旬に公表されます。 

 

ハイスクールガイド～県立高校案内～ 

高校への進学を目指す中学生の皆さんが、志望

する高校を選択する際に活用できるよう県立高

校について紹介しているもの。 

 

 

 

 

ガイドはコチラ 

 

6 自立に向けた多様な進路支援 

  

県立学校等 

 

県内には 

・県立高等学校 

・特別支援学校 

・市立高等学校    

があります。 

 

 

 

 

 

県立学校の HP リンク 

 

私立学校等 

 

県内には 

・高等学校 

・特別支援学校 

・専修学校 

・各種学校      

があります。 

 

 

 

 
 

 

私立学校等の HP リンク 

 

岩手県立杜陵高校定時制

入試後期日程 

（チャレンジ枠） 

 

【概要】 

・令和７年度入試から、杜陵高校定時制後期日程で導入 

・対象は、中学校等において出席状況等に事情があり、 

高等学校での学習に対して意欲がある生徒 

・検査内容に調査書を用いない 

【杜陵高校定時制について】 

・単位制（本校、奥州校とも） 

・本校は、１部（主に午前）、２部（主に午後）、３部

（主に夜間）。奥州校は、昼間部、夜間部 

 

https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/senbatsu/1085648/index.html
https://www2.iwate-ed.jp/
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/shigaku/1006747/1006749.html
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7 様々な相談窓口 

岩手県教育委員会では、県内すべての児童生徒に対し、「学校以外の相談窓口

紹介カード」を配付しています。 

 

 

 

 

 

 

 「24 時間子供 SOS ダイヤル」の他にも様々な相談先があります。最寄りの教

育事務所（県教育委員会の出先機関）に相談する方法もありますので、どうぞ

ご利用ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の方も利用 

できます。 

相談窓口紹介カード（表） 

【沿岸南部 
   教育事務所】 
・大船渡市 
・陸前高田市 
・住田町 
・釜石市 
・大槌町 

【中部教育事務所】 
・花巻市 
・北上市 
・遠野市 
・西和賀町 

【盛岡教育事務所】 
・盛岡市 
・八幡平市 
・滝沢市 
・雫石町 
・葛巻町 
・岩手町 
・紫波町 
・矢巾町 

【県北教育事務所】 
・久慈市 
・洋野町 
・野田村 
・普代村 
・二戸市 
・軽米町 
・九戸村 
・一戸町 

【宮古教育事務所】 
・宮古市 
・山田町 
・岩泉町 
・田野畑村 

【県南教育事務所】 
・奥州市 
・金ケ崎町 
・一関市 
・平泉町 

相談窓口紹介カード（裏） 

保護者の方も利用 

できます。 
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 文部科学省は、不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」について、以

下のような要件を示しています。 

 

出席扱いについて（文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教育支援センターやフリースクール等民間団体等の学校外の公的機関や

民間施設で相談・指導を受けている場合、一定の要件の下、校長の判断で指

導要録上の出席扱いとすることができます。 

（一定の要件） 

①保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

②民間施設における相談・指導が適切であるかどうかは「民間施設について

のガイドライン」を参考に、校長が教育委員会等と連携して判断すること。 

③当該施設に通所又は入所して相談・指導を受けること。 

④学習成果を評価に反映する場合には、当該施設における学習内容等が教育

課程に照らし適切であると判断できること。 

【参照】「不登校児童生徒への支援の在り方について」初等中等教育局長（令和元年 10月 25日） 

 

関係機関との連携を行った場合の「指導要録上の出席扱い」 

 

小学校、中学校については、自宅等においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場

合、以下に挙げるような要件のもと、指導要録上の出席扱いとしています。 

①保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

②ＩＣＴや郵送、ＦＡＸ等を活用して提供される学習活動であること。 

③訪問等による対面指導が適切に行われること。 

④当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること。 

⑤校長は、対面指導や学習活動の状況等を十分に把握すること。 

⑥基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられ

ないような場合に行う学習活動であること。 

⑦学習成果を評価に反映する場合には、学習内容等がその学校の教育課程に照らし適切

であると判断できること。 

【参照】「不登校児童生徒への支援の在り方について」初等中等教育局長（令和元年 10月 25日） 

 

ICT 等を活用した学習活動を行った場合の「指導要録上の出席扱い」 
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 会（平成30年３月20日） 
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